
 

 

 

  人口減少社会、少子高齢化の中で、基礎自治体においては将来にわたって持続可能な行

政機能を確保していくことが急務となっています。 

  こうした中、町行政において官民が連携することで、地域活性化や町民サービスの向上

が期待できる内容があることから、今回、「健康増進」や「子育て支援」等のノウハウを

有し、様々な地域貢献活動を展開する日本生命保険相互会社と包括連携協定を締結するも

のです。 

 

 

 「愛川町と日本生命保険相互会社との包括連携協定書」締結式は次のとおり 

１ 日 時   令和６年６月中下旬頃 

 ２ 場 所   愛川町役場２階特別会議室 

 ３ 出席者(予定) 愛川町 

           小野澤町長、小川総務部長、榎本政策秘書課長 

          日本生命保険相互会社 

           山本 誠 町田支社長、福井 将之 支社法人職域部長 

 

 

  目的を達成するため、次の事項について連携して協力する 

１ 子育て支援・障がい者支援・高齢者支援に関すること 

２ 健康増進に関すること 

３ 環境に関すること 

４ 地域産業の振興・支援に関すること 

５ 防災・減災に関すること 

６ 地域の安全・安心に関すること 

７ 文化及びスポーツ振興に関すること 

８ 男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスに関すること 

９ その他、地域の活性化及び町民サービスの向上に関すること 

 

 

○健康啓発セミナーの開催 

○スポーツ教室や出前授業の実施 

○パラスポーツ体験会や講演会の開催 

○各種健診事業や特殊詐欺防止等の行政情報の発信 

○ベジチェックや血管年齢測定イベントの開催 

○ビジネスマッチングの実施 

○子どもや高齢者の見守り活動 

愛川町と日本生命保険相互会社との包括連携協定について 

３ 連携内容 

４ 想定される主な取組内容 

１ 協定締結の背景・目的 

２ 協定締結式 

資料１ 


